
制度の主要事項

埼玉県目標設定型排出量取引制度

埼玉県環境部 温暖化対策課



埼玉県の二酸化炭素排出量の推移
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○温室効果ガス排出量：４，４４８万トン 前年比５．０％増

（電力原単位の悪化が主な理由。電力原単位の影響を除いた実質的削減は前年比▲２．２％）

○平成１７（２００５）年）比１．２％増加、平成３２（２０２０）年までに２６．２％の削減が必要
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※ 本県の温室効果ガス全体の９５．８％を二酸化炭素が占めている。



埼玉県の部門別二酸化炭素排出量の特徴

3

○産業部門、業務部門で約５０％を占めている。

○産業、家庭、業務、運輸、工業プロセスの各分野から排出

○家庭、業務、運輸部門の排出が増加し、産業部門からの排出は減少傾向

産業部門

1,382万t

32.4%

家庭部門

865万t
20.3%

業務部門

560万t
13.1%

運輸部門

1,022万t
24.0%

廃棄物部門

136万t
3.2%

工業プロセス

297万t
7.0%

埼玉県

2007年度

4,262万t

部門 1990年比増減(%)

産 業 -4%

家 庭 52%

業 務 27%

運 輸 15%

廃 棄 物 0.2%

工業プロセス -36%



埼玉県地球温暖化対策実行計画
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ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０

（平成２１年２月策定）

計画期間

２００９年度～２０２０年度（１２年間）

※ ２０１４年度に見直し

計画の位置づけ

・地球温暖化対策推進法に基づく「実行計画」

・環境基本計画の「分野別中期基本計画」
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温室効果ガスの削減目標

２０５０年に世界全体の温室効果ガス排出量を半減させる
→ 我が国は６０％から８０％の削減を行う必要あり
⇒ 本県の中期目標を設定

基準年 ： ２００５年

目標年 ： ２０２０年

対 象 ： 温室効果ガス

目 標 ： ２５％削減
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重点施策

削減目標を達成するため、以下の施策を重点的に推進

◇目標設定型排出量取引制度の創設

◇建築物の環境性能向上 （建築物環境配慮制度）

◇自動車交通の環境負荷低減 （自動車地球温暖化対策計画制度）

◇エコライフＤＡＹやエコポイント制度の普及促進

◇ビジネススタイル・ライフスタイルの見直し

◇太陽光発電の普及拡大

◇みどりと川の再生



地球温暖化対策推進条例

県民
・日常生活での自主的・積極
的な温暖化対策への取組

事業者
・自主的・積極的な温暖化対
策の実施

環境保全活動団体
・温暖化防止への理解促

進

県
・温暖化対策の総合的・計画
的推進
・温暖化対策の率先実行

＜各主体の責務＞

＜各種対策＞

事業活動における地球温暖
化対策

建築物の新築等に係る環境
配慮

自動車使用に伴う温室効果
ガスの排出抑制

環境物品等の購入等の促進

・再生可能エネルギーの利用 ・森林及び身近な緑の保全等

・廃棄物の発生の抑制等 ・地球温暖化の防止に関する学習の振興等

国、他の地方公共団体との連携協力、市町村への支援 など

◇電気機器等の省エネルギー性能の表示・
説明 など

＜推進体制＞

低炭素社会を実現し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐ

◇自動車地球温暖化対策計画の作成・提出
など

◇建築物環境配慮計画の作成・提出など

◇地球温暖化対策計画の作成・提出など

○事業活動や日常生活におけ
る温室効果ガス排出抑制対策

○事業者、県民、環境保全
活動団体等への指導・助言
など

県の地球温暖化対策 報
告
徴
収
・立
入
検
査
・

勧
告
・公
表

協 働協 力

＜目的＞
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制度導入の経緯
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◆ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０（埼玉県地球温暖化対策実行計画）策定（H21.2）

【目標】 ２０２０年度の埼玉県の温室効果ガス排出量を２００５年比で２５％削減

【重点施策】 「目標設定型排出量取引制度の創設」

・県は事業所にCO2の排出削減目標を提示・達成状況を公表
（罰則を設けない「目標設定型」の排出量取引制度の創設）
・事業所は、自らの削減実績に応じて排出量取引が可能
・県は事業所に省エネ設備導入などに関する支援を行う。
・中小企業の削減量や再生可能エネルギーの利用を事業所のCO2削減量に算入可能

◆埼玉県環境審議会における審議

【H22.1諮問】目標設定型排出量取引制度の骨子について
【H22.6答申】

⑴本県の状況を踏まえ、県民や産業界、有識者などの多くの意見を聴きながら、本県独自の制度として目標設
定型排出量取引制度を導入する意義は大きい。

⑵目標削減率は、県の目標である２０２０年度までに２００５年度比２５％の削減を達成する観点や、事業者の
過去の削減状況、今後の削減見込み等を踏まえ、第一計画期間での目標削減率は６～８％とすることが適当。

⑶広域的な制度実施の観点から、先行する東京都の制度との整合性の確保にできるだけ配慮することが望まし
い。また、国の制度設計の動向に留意し、必要があると認められる場合には、適宜見直しを行うことが適当。

◆地球温暖化対策推進条例制定（H21.3）



条例・規則・指針の体系（条例規定事項）

埼玉県生活環境保全条例

埼玉県生活環境保全条例の規定に基づく
環境負荷低減計画（彩の国エコアップ宣言）

の作成に関する指針

埼玉県地球温暖化対策推進条例
（Ｈ２１．３制定、施行）

埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針
（Ｈ２２．３制定、同年７月改正）

２１年度まで（２２．３．３１） ２２年度から（２２．４．１）

埼玉県生活環境保全条例施行規則
埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則

（Ｈ２１．３制定、施行）

環境負荷低減
主任者選任届

環境負荷低減計画
（エコアップ宣言）

地球温暖化対策
計画書

地球温暖化対策
実施状況報告書

地球温暖化対策
推進者

選任・解任届
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制度のポイント

義務付け
（条例・指針）

・事業者は指針に基づき、温室効果ガス排出量の削減目標を含む計
画を作成し、計画に基づき対策を実施するよう努めなければならない
（条例第12条）。
・大規模事業者は排出量取引を含む、県が定める方法により、削減
計画期間において目標を達成するよう努めるものとする。（指針）

対象
事業所単位（指針）
（※計画の作成・提出は事業者単位（条例））

目標の設定
県が定める方法により設定（指針）
削減目標量 ＝ 基準排出量×（１－目標削減率）

計画書等の作成、
提示、公表

地球温暖化対策計画及び地球温暖化対策実施状況報告の作成、
提出（条例第12条）、自主公表（条例第15条第1項）

県による計画書・実施
状況報告書の公表

あり（条例第15条第2項）

計画、状況報告の提
出を行わなかった場合

勧告（条例第56条）
勧告に従わなかった場合、氏名の公表（条例第57条）

目標設定型排出量取引制度のポイント
・県が目標削減率を定め、定量的な目標を設定する。
・「計画書・実施状況報告書を県が公表する」ことにより、計画的な温室効果ガスの削減を促す制度
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目標設定型排出量取引制度全体のイメージ（第一計画期間）

埼玉県 大規模事業者

年
度
～

年
度

第
一
計
画
期
間

整
理
期
間

年
度

年
度
～

年
度

指針の制定・改正
（１０年度）

目標削減率の公表（１０年７月）

算定ガイドライン等の提示
（０９～１０年度）

地球温暖化対策計画
（毎年度作成）

・削減目標、削減対策
など

○基準排出量の確認

○計画内容の確認

○計画内容・取組内容の公表

○目標達成に向けた
進捗状況の確認・助言

○排出量取引の実施状況の
把握

地球温暖化対策
実施状況報告書

（計画書の翌年度作成）
・CO2削減量
・エネルギー使用量
・実施した削減対策
・取得した排出量取引量
など

○削減計画期間における
目標削減量の状況確認 削減計画期間終了時点までに目標削減量に

達していない場合の整理
（排出量取引による削減量の取得等）

指針等を踏まえて計画を作成

2009

2010

2011

2014

2015

自らの削減対策の実施

排出量取引による削減量の取得

毎年繰り返し

毎年７月末

（基準排出量の確認）

提出が無い場合
には勧告

指示・指導

計画内容・取組内容の公表
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目標設定型排出量取引制度 全体イメージ

12

県

①県による

目標削減率
の提示

⑤県による
公表（毎年）

②目標設定・計画策定
③計画に基づく対策の実施
④計画・削減実績の報告

④

削減計画策定・目標設定

削減目標量＝基準排出量×（１－目標削減率）

・支援（設備補助等）
・指導・助言

・立入検査

毎
年
提
出

対象事業所
3年連続で原油換算1,500kl以上の事業所

提出が無い
場合、県が

提出を勧告

削減目標 削減目標

対象事業所

A事業所 B事業所

排出量取引

削減量

CO2

排出量
CO2

排出量

基準排出量

基準排出量

⑥排出量取引

再生可能
エネルギー

購入売却

中小事業所
削減量

自らの
削減量

（他者の削減量）

他者の
超過削減量

第三者機関に
よる検証必要

森林吸収量 県外削減量



制度の対象フロー

原油換算エネルギー量
が１５００ｋｌ以上か

原油換算エネルギー量
が単独で１５００ｋｌ以上
の事業所があるか

３年連続で
１５００ｋｌ以上の
事業所があるか

義務対象事業者

（Ⅰ類）

義務対象事業者

（Ⅱ類）
義務対象事業者
大規模事業者

（Ⅲ類）

大店法に規定する
小売り店舗面積が
10,000平方メートル

以上か

○計画提出義務対象
×排出量取引制度対象外

NO
NO

NO

NO

Yes
Yes

Yes

Yes

○計画提出義務対象
×排出量取引制度対象外

○計画提出義務対象
○排出量取引制度対象

県内に事業所
を設置している事業者

任意提出事業者

（Ⅳ類）

×計画提出義務対象外
（任意対象事業者）
×排出量取引制度対象外

小

事
業
所
規
模

大
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制度の対象

平成20年度以降
3年連続１，５００ｋｌ以上

A社 浦和工場

制度の対象
対象

：約600事業所

対象：原油換算エネルギー使用量が3年連続で1,500kl以上の事業所
（年度途中で使用が開始された場合は、その翌年度から3年連続）

※平成２２年度の地球温暖化対策計画制度のＢ事業所（旧エコアップ宣言制度の対象事業所）が中心となる。
※県内の事業所の合算で1,500kl以上となるＡ事業所（フランチャイズチェーン等）は対象外

※新規立地事業所や、エネルギー使用量が急に増加した事業所が制度対象となることを一定期間猶予

1200kl

1840kl 1900kl 1850kl
2030kl

1950kl
1500kl

地球温暖化対策計画制度 義務対象

目標設定型排出量
取引制度対象

（B事業所）

（C事業所）

１事業所あたり

一
事
業
所
当
た
り

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

× ○ ○

◎
◎

×

○：計画制度対象
◎：取引制度対象

エコアップ
宣言対象
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１．工場等
◆計画提出者＝事業所の所有者
◆事業所範囲
・原則、事業所単位
※工場立地法、水道法、下水道法、廃棄物処理法等による届出等における敷地の範囲で判断する。

・隣接、近接する工場であってもｴﾈﾙｷﾞｰ管理の連動性がある（受電が同一、ガス等の供給源が同一）場合は同一
の事業所とする
・社宅等の住宅用施設は除く。
・工場内の一部業務を委託している子会社が実施しているなどの場合であっても、工場全体でｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の把
握を行う。

２．テナントビル
◆計画提出者＝原則建物所有者

ただし、区分所有物件については、共同名義や、管理組合等で対象となることも可能とする。
◆事業所範囲
・原則建物単位
・ビルオーナーは建物のｴﾈﾙｷﾞｰ管理権限を有している部分（空調、照明、エレベーター等）のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量のほ
か、テナントが使用しているｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を含めて把握、報告する。
・テナントは、ビルオーナーにｴﾈﾙｷﾞｰ使用量等を報告するとともに、ビルオーナーが実施するCO2削減対策に協
力し、ビル全体の地球温暖化対策計画の目標達成に協力するものとする。
※エネルギー管理権原を有しているとは①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギー使用量
が計量器等により特定できる状態にあることをいう。

対象事業所の範囲・計画作成者
対象事業所の範囲 ： 建物等の場合は、建物全体を1事業所とする。

３．証券化物件等

◆計画作成者＝当該ビルの管理にかかる指図権を有している特別目的事業体（ＳＰＶ）（特定目的会社（ＳＰＣ）、
不動産投資法人、合同会社等）
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制度の対象ガス

（地
球
温
暖
化
対
策
計
画
）

算
定
・報
告
対
象
（毎
年
度
）

目標設定型
排出量取引

制度の
対象ガス

※対策を講じて削減
した量については目
標達成に算入可能
とする
（取引は不可）

・目標設定型排出量取引制度の対象ガスは燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるＣＯ２（エネ
ルギー起源ＣＯ２）とする。
・エネルギー起源ＣＯ２以外の温室効果ガスについては、具体的対策を講ずることによる削減は
目標達成に利用可能とする（取引には利用不可）。

※省エネ等の対策により削減が可能であり、コスト削減につながるため、エネルギー起源CO2を制度の対象とする。

目
標
設
定
ガ
ス

そ
の
他
ガ
ス

※熱、電気の排出係数は、供給事業者の別によらず一律で、計画期間中固定 電気の排出係数 0.386（t-CO2／千ｋWｈ）

※各温室効果ガス排出量の算定方法、その他ガス削減量の算定方法等の詳細については現行ガイドラインを改正して公表予定。

エネルギー起源CO2

・電力の使用
・都市ガス・ＬＰＧの使用
・重油・軽油・灯油の使用
・熱供給事業者から供給された
熱の使用
・その他エネルギーの使用

非エネルギー起源CO2
・セメント製造、石灰製造
・廃棄物焼却 等

ＣＯ2以外の温室効果ガス
・ボイラーでの燃料燃焼に伴い排
出されるメタン、N2O等

16



制度対象期間 （削減計画期間）

○削減計画期間：５年間（第１計画期間のみ4年間）
第１計画期間 H23（2011）－H26（2014）年度、第２計画期間 H27（2015）－H31（2019）年度

○最終的な削減状況の確認は計画期間終了の翌年度に実施
○削減計画期間中は、削減に向けた状況確認のため、毎年度、前年度の温室効果ガス排出量を県に報告する

・計画期間は平成23年度から、当初４年間、以降５年間とする

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

整理期間

※第一計画期間中の排出量及び基準排出量の検証結果を添付

整理期間

第一計画期間

毎年度、計画・前年度の排出量を提出

毎年度、計画・前年度の排出量を提出

H31（2019）年度の排
出量を報告

※第二計画期間の排出量

の検証結果を添付

⇒最終的な目標達成
状況を確認

H26（2014）年度の排出量を報告

⇒最終的な目標達成状況を確認

★削減目標を超えた削減量がある場合には次期計画期間へ繰越

（第二計画期間で活用可能)

第二計画期間
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基準排出量の算出方法（ケース１）

◆平成14年度～平成19年度の間の、連続する３か年度の平均値で算定
◆対象事業者は、自ら設定したい「連続する３か年度」を選択し算出する。

12,000
ｔ

9,000ｔ
10,000

ｔ 8,500ｔ 9,000ｔ 9,000ｔ

２００２
Ｈ１４

２００３
Ｈ１５

２００４
Ｈ１６

２００５
Ｈ１７

２００６
Ｈ１８

２００７
Ｈ１９

２００８
Ｈ２０

3か年度平均

10,333ｔ

3か年度平均

8,666ｔ

3か年度平均

9,500ｔ

3か年度平均

9,500ｔ

対象者は、いずれか連続する3か年度を選択できる

２００９
Ｈ２１

２０１０
Ｈ２２

２０１１
Ｈ２３

２０１２
Ｈ２４

２０１３
Ｈ２５

２０１４
Ｈ２６

第１計画期間

基準排出量の決定

計画策定・実施へ

エコアップ宣言（環境負荷低減計画）制度 地球温暖化対策計画制度

最も大きい
値を選択可能

※ 基準排出量 削減目標量を算定する基準となる排出量

ケース１：平成18年度～22年度まで連続して原油換算エネルギー使用量が1,500kl
以上の事業所

18



12,000
ｔ

9,000ｔ

5,000ｔ

8,500ｔ 9,000ｔ 9,000ｔ

２００２
Ｈ１４

２００３
Ｈ１５

２００４
Ｈ１６

２００５
Ｈ１７

２００６
Ｈ１８

２００７
Ｈ１９

２００８
Ｈ２０

３か年度平均

8,666ｔ

8,750ｔ

３か年度平均

7,500ｔ

２年度平均

10,500ｔ
２か年度
平均

改修工事のため
排出量が減少

連続する２か年度
のみも選択可能

連続しない２か年
度のみも選択可能

改修工事のために排出量が極端に減少した年度を除くことができる。
⇒対象事業所に不利にならない仕組み

基準排出量の算出方法（ケース１）＜２か年度を選択する場合＞

・改修工事等により、排出量が大きく減少
・テナントの退去等により空室が増え、排出量が
大きく減少

・（新規の場合）削減対策の効果が出たため、
直近の排出量が減少

※２年間は連続していなくてもよい

排出量が標準的でないと認められる年度がある場合には、２か年度で選択可能

【標準的でない年度の例】

◆２か年度を選択する場合には、
その理由を明示

→理由が合理的である場合には２か年度と
することができる。

排出量が極端に減少した
年度を除くことが可能

19



基準排出量の算出方法（ケース２）

①過去の排出実績に基づく方法
◆対象事業所となった年度の4年度前から前年度までのうちの連続する3年度分の平均値
※故意に排出量を増加させ、基準排出量を増加させるのを防ぐため、事業所の地球温暖化対策の推進状況
について、県が定める基準に適合する場合のみ、この方法がとれるものとする。

②排出基準原単位に基づく方法
◆排出標準原単位を用いた算出値
※県が公表する排出標準原単位を用いて算出する

排出活動指標値 （例 床面積） × 排出標準原単位（県が定める） ＝ CO2排出量

【ケース２】 ケース１以外の事業所（平成18年度以降に使用が開始された事業所 など）

◆エネルギー使用量が1,500KL以上となった年度が平成19
年度以降の事業所

2,650
ｋｌ 2,550

ｋｌ

2,600
ｋｌ

2,600
ｋｌ

２００６
Ｈ１８

２００７
Ｈ１９

２００８
Ｈ２０

２００９
Ｈ２１

２０１０
Ｈ２２

２０１１
Ｈ２３

2,600
ｋｌ

1,550
ｋｌ

ケース２として扱う例

8月に

使用
開始

3年連続で1,500kl以上

第一計画期間

1,650
ｋｌ

1,700
ｋｌ

1,600
ｋｌ

1,600
ｋｌ

２００６
Ｈ１８

２００７
Ｈ１９

２００８
Ｈ２０

２００９
Ｈ２１

２０１０
Ｈ２２

２０１１
Ｈ２３

1,600
ｋｌ

ケース２として扱う例

5月に
使用開始

3年連続で1,500kl以上

第一計画期間

算
定
方
法
①

算
定
方
法
②

◆平成18年度途中に使用開始され、その年度のエネルギー使用量
が1500KL以上となった事業所（平成18年度は1年を通した使用実
績がない場合）

ケース２に該当⇒以下のいずれかの方法

20



基準排出量の算出方法（ケース３） ＜変更＞

２．変更方法
①事業所の過去の排出量原単位を用いて計算する方法
②知事が定める排出標準原単位を使用する方法（増減床面積や増減設備をもとに変更量を算定）
③実測に基づく方法

１．条件
（１）熱供給事業者以外の事業者
⇒以下の①～③の変更に伴う排出量の増減が
一定の割合以上と算定される場合

（２）熱供給事業者
⇒熱の供給先の床面積の増減が一定の割合以上

※気候条件の変化、営業時間・操業時間の変更、需要増
に伴う（設備の増減を伴わない）生産量の増減等は変更
の条件とはならない。

①床面積の増床、減床
②用途変更（排出活動指標に定める用途のうち異
なる用途になる変更）
③生産設備等の増減（事業活動量・種類の変更に
なる変更）

床面積１０，０００ｍ２

10,000
ｔ

12,000
ｔ

15,000
ｔ

15,000
ｔ

２００９
Ｈ２１

２０１０
Ｈ２２

２０１１
Ｈ２３

２０１２
Ｈ２４

２０１３
Ｈ２５

２０１４
Ｈ２６

10,000
ｔ

10,000
ｔ

第一計画期間

変更前の基準排出量 変更後の基準排出量

状況変更年度は基準排出量は、月割計算

床面積１５，０００ｍ２
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目標削減率
【目標削減率】 第一計画期間（H23～H26年度） の平均排出量を基準年比で削減

区分
目標削減率

（基準年度比）

Ⅰ－１ オフィスビル等と地域冷暖房施設 ８％

Ⅰ－２
区分Ⅰに該当するオフィスビル等のうち地域冷暖房等を2
割以上利用している事業所 ６％

Ⅱ
区分Ⅰ－１、Ⅰ－２以外の事業所
（工場、上下水道、廃棄物処理施設等） ６％

※オフィスビル等

ア 事務所（試験、研究、設計又は開発のためのものを含む。）
又は営業所
イ 官公庁の庁舎
ウ 百貨店、飲食店その他の店舗
エ 旅館、ホテルその他の宿泊施設
オ 学校その他の教育施設
カ 病院その他の医療施設
キ 社会福祉施設
ク 情報通信施設
ケ 美術館、博物館又は図書館
コ 展示場
サ 集会場又は会議場

シ 結婚式場又は宴会場
ス 映画館、劇場又は観覧場
セ 遊技場
ソ 体育館、競技場、水泳プールその他の運動施設
タ 公衆浴場又は温泉保養施設
チ 遊園地、動物園、植物園又は水族館
ツ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
テ 倉庫（冷凍倉庫又は冷蔵倉庫を含む。）
ト トラックターミナル
ナ 刑務所又は拘置所
ニ 斎場
ヌ 駐車場

※工場等 区分Ⅰ－１、区分Ⅰ－２以外の事業所 工場、上下水道施設、廃棄物処理施設等

22



目標削減率の考え方

県の目標（2020年までに2005年比25％削減）の達成のために産業・業務部門に見込まれる
削減率は2005年度比18％程度（ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０）

第一計画期間 ：各事業所の削減実績が平準化される期間
激変緩和的役割をもたせ、大幅な削減を図る第一ステップと位置付け

第二計画期間における目標削減率 ：約１５％程度と想定される（第二計画期間開始前に決定）

・県の削減目標【2020年までに、2005年度比、25％削減】
・産業・業務部門のＣＯ２排出量に対する対象事業所のシェア、
削減必要量

・事業者のこれまでの二酸化炭素排出・削減状況
・事業者の二酸化炭素削減余地 など

を考慮し、有識者及び環境審議
会の意見を聴いてH22.7に決定

【工場等の例】

23

２０１１
Ｈ２３

２０１２
Ｈ２４

２０１３
Ｈ２５

２０１４
Ｈ２６

２０１５
Ｈ２７

２０１６
Ｈ２８

２０１７
Ｈ２９

２０１８
Ｈ３０

２０１９
Ｈ３１

第１計画期間

４年平均６％削減 ５年平均１５％削減

（見通し）

第２計画期間

６％ １５％

基
準
排
出
量



排出可能量

取組が進んでいる事業所の削減率軽減
（トップレベル事業所の認定）

○地球温暖化の対策の推進の程度が優れている事業所（トップレベル事業所）は、一定の基準に適合する場合に
は、当該対象事業所の削減率を地球温暖化対策の推進の程度に応じて目標削減率を軽減

○トップレベル事業所と認定された場合、認定された年度以降の削減率が減少

２年目に認定を受け、それ以降の目標削減率を１／２に軽減（第１計画期間中有効）

10,000ｔ
－CO2

基準
排出量

1年目 2年目

10,000t-
CO2
×

▲６％

目標達成の状態
○「基準排出量」：１０,０００t-CO2
○削減率：６％→トップレベルに認定された場合 → 目標削減率を３％（１／２）又は４．５％（３／４）に軽減

トップレベル事業者軽減分

※認定基準、手続き等については、
平成２２年度末までに公表

▲６％

4年目3年目

10,000t-CO2
×

▲３％×（１／２）

（例）

24



目標達成方法
○削減目標の達成方法

方法①：自ら事業所での削減
方法②：排出量取引による削減量の取得
→ 対象事業所は、削減の達成方法を「自らの事業所の削減」で行うか、「排出量取引で削減量を調達」するか選択可能

削減期間中の平均排出可能量

○基準排出量：20,000t-CO2/年
○第一計画期間の削減率：８％削減

基準排出量
削減計画期間の
平均排出可能量

（２３－２６年度の平均）

４年間の排出可能上限量
（9,200×４）t

削減期間終了時の排出総量

（9,500＋9,200＋8,500＋9,100）t
①事業所の実排出量
②その他ガスの削減量
③排出量取引で取得した削減量
④排出量取引で他事業所に移転した削減量

23年度
（2011）

24年度
（2012）

25年度
（2013）

26年度
（2014）

10,000ｔ×（１００－８％）＝9,200ｔ

目標達成 ： （9,200×４）ｔ ≧ （9500+9200+8500+9100）ｔ

9,200ｔ10,000ｔ

9,200ｔ

9,200ｔ

9,200ｔ

9,200ｔ

9,500ｔ
9,200ｔ

8,500ｔ
9,100ｔ

（＝36,800ｔ） （＝36,300ｔ）

第一計画期間の削減率が「▲８％」の場合

≧
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（例）
○基準排出量：10,000ｔ－CO2
○第１計画期間の削減率：▲８％

総量削減目標の達成手段

第１計画削減期間の削減率が仮に
「期間中一律▲８％削減」とした場合

≧

４年間の排出可能上限量

（基準排出量×(100－8)%×4）

(10000t-CO2×▲8％)×4年

４年間の排出量の合計

手法１：自ら削減（原則）
手法２：排出量取引

１ 自ら削減

○高効率なエネルギー消費設備・機器への更新や
運用対策の推進など（燃料・熱・電気の使用量を削
減する対策）

※その他ガス（エネルギー起源CO2以外の温室効
果ガス）の削減量を目標達成に利用することも可能
（活用には一定の利用条件有（詳細は平成22年度
中に決定・公表））

２ 排出量取引

①他の対象事業所が、目標量を超えて削減
した量＜相対取り引きを想定＞

②県内中小規模事業所の省エネ対策による
削減量

③県外大規模事業所で削減した量

④再生可能エネルギー

⑤森林吸収量

・削減計画期間全体で削減できればよいので、毎年度自己
削減や排出量取引をしなければならないわけではない。
・自ら対策計画を勘案して、必要な削減量を計画期間までに
自己削減や排出量取引で調達する。

・クレジットの算定方法等については年度末までに決定

◆削減目標の達成は自らの削減を原則とする
◆一定の範囲で排出量取引を認める。
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総量削減の手段
○削減は、「自らの事業所での削減」を基本とするため、対象事業所においては自らの事業所における早期の省エネ対策等の実施が

望ましい。排出量取引の実施を制約するものではない。
○対象事業所は、削減計画期間ごとの削減目標の達成方法を、「自ら事業所での削減」で行うか、「排出量取引で削減量を調達」するか、

また両者の活用によって行うかなど、自ら選択可能
○削減の手段は企業が有する設備更新計画や総合的な対策コスト等を踏まえて、柔軟に判断・選択することが可能

各事業所の設備更新等のタイミングに柔軟に対応できる手段

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

①第１計画期間で大幅な設備更新を行う場合

②第２計画期間で大幅な設備更新を行う場合

○第１計画期間は、排出量取引で
削減不足分を調達し、履行

○設備更新等の実施で、履行
（削減目標以上の実績をあげた場合）

○設備更新等の実施で、履行
（削減目標以上の実績をあげた場合）

※削減実績を次期計画期間へ繰り越す

第１計画期間 第２計画期間

削減実績の

繰り越し

□設備更新等のタイミングは経営判断として事業者が決定

□設備更新計画や総合的な対策コストを踏まえ削減目標の達成を、「自ら事業所での削減」で行うか、「排出量取引

で削減量を調達」するか、両者の活用により行うか、自ら選択可能
※削減目標の達成は、「自らの事業所での削減」を基本とし、「排出量取引」の実施を制約するものではありません。

企業の設備更新計画等を踏まえ、削減目標の達成手段は柔軟に選択いただけます。

期間中に削減目標が達成できなかった場合の取り扱い

事業者名を公表し、次の計画期間の削減量に加算する。 ※次の計画期間での達成を求める。

◆特にペナルティー的な加重は行わない。

なお、目標の達成・非達成を問わず、各事業所の計画及び対策実施状況は毎年度、県ホームページで公表
27



排出量（削減量）の検証方法
・第三者機関による検証を受けた削減量のみを購入（取引）可能とする。
・目標の達成状況の確認（平成２７年度）の計画提出の際に、第三者機関による検証結果を添付する

排出量取引（超過削減量の他者への売却）
を行う時

目標の達成状況の確認時
（第一計画期間は平成２７年度）

取引を行う時点で
・基準排出量
・Ｈ２３年度以降の排出実績

の検証を行う。

実施状況報告書を提出する際に
・基準排出量
・Ｈ２３年度以降の排出実績
の検証を行い、検証結果を添付する。

※検証対象、検証方法、検証機関の認定方法等の詳細については、平成２２年度中に検討し、公表予定

１．検証のタイミング

２．検証内容等

検証事項

基準排出量（3年度分） 事業所範囲
エネルギー監視点
（図面・現地調査等）

エネルギー使用量等
（電気料金請求書の確認等）

計画期間中の排出量
（4年度分）

その他（クレジット、ﾄｯ
ﾌﾟﾚﾍﾞﾙ事業所等）

クレジット発行状況
事業所の温暖化対策の実施状況等

※検証を実施するまでの間は、検証に必要なエネルギー使用量を確認するための証拠書類（領収書、請求書等）の保管が必要。

①

②
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排出量取引

○排出量取引は、県の削減量口座簿が稼働する２０１２年４月から開始
○排出量取引の詳細について、２０１１年度末までに確定（削減量口座簿の仕組み、クレジット発行、移転の手続き等）

１．超過削減量

２．県内中小クレジット（県内削減量）

３．再生可能エネルギークレジット

４．県外クレジット（県外削減量）

５．森林吸収クレジット

大規模事業所

大規模事業所

大規模事業所

県内
大規模事業所

大規模事業所

大規模事業所

県内
中小規模
事業所

自然エネルギー発電事業者等

家庭（太陽光発電等）

県外
大規模事業所

森林管理者

グリーン電力証書等

同会社・グループ会社内での取引

他企業との取引

事業者間での直接取引

（他事業者による取引の仲介）

植林・間伐等による

CO2吸収量の増加分 29



利用可能な排出量取引（超過削減量）
◆対象者：制度対象事業所
◆算定方法：当該年までの削減目標量の累計に対し、削減実績の累計が上回った場合に取引可能
※削減期間の終了前においても、各年度において、削減目標量の一定割合を超える削減実績をあげた事業者は、
その削減実績の売却（移転）が可能
⇒「削減目標量の一定割合」＝年度ごとに「基準排出量×目標削減率×削減期間の経過年数」
◆条件：売り手は基準排出量の１／２を超えない範囲の削減量は売却可能

（1/2を超えた分の削減量は売却できない。）

【条件】
＜売り手＞基準排出量の１／２を超えない範囲の削減量は
売却可能（1/2を超えた分の削減量は売却不可）
＜買い手＞制限なく、必要な量を目標達成に利用可能

【方法】
削減目標量を削減計画期間の各年度に按分し、
その超過量については、計画期間2年度目からの移転も
可能

売却可能量

8,000
ｔ

9,500
ｔ

1年目 2年目基準排出量

10,000
ｔ

800ｔ

削減量2,500ｔ

【基準排出量10,000ｔ、目標削減率8%の場合】

削減量の累計2,500ｔ
のうち、1,600ｔを超過
した900ｔは取引可能

取引可能となる
削減実績（1年目）
10,000×8%×1年

＝800ｔ

取引可能となる
削減実績（2年目）
10,000×8%×2年

＝1,600ｔ

1年目の削減量の
500ｔは800ｔを超過
していないため、
取引不可 売却可能量

6,000
ｔ

7000
ｔ 4,000

ｋｌ
4,000
ｔ

1年目 2年目 3年目 4年目基準排出量

10,000
ｔ

800ｔ

13,800ｔ売却可能
（4,200＋3,200＋2,200＋4,200）

基準排出量の
1/2

【基準排出量10,000ｔ、目標削減率8%の場合】

4,200ｔ
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利用可能な排出量取引（県内中小削減量）

31

買い手（目標達成への利用）

売り手

特に制限なく、必要な量を、削
減目標の達成に利用できる。

取引

(対象)年間の原油換算エネルギー使用量が
1,500kl未満の県内中小規模事業所

※県内の削減を優先するため、当面、対象は県内の中小規模
事業所に限定する。

(条件)地球温暖化対策計画書等によりCO2排出状況を
県に報告

(範囲）事業所範囲は、原則として建物単位。
複数の建物等をまとめて申請することも可能。

●削減量の算定・検証手続きの簡素化により、中小規模事業所の排出量取引への参加を促進する仕組み

●高効率な設備機器への更新など、県内中小規模事業所における自らの削減対策を促進

県内中小事業所

県内大規模事業所



◆対象とする再生可能エネルギーの種類
①グリーン電力証書として購入した環境価値
②RPS法上の義務履行に活用されていない（東京電力に環境価値を売却していない）電気相当量
③託送(東京電力の送電網を経由)により購入した再生可能エネルギー電力量
④バイオマス、風力、太陽熱、地熱、水力（いずれも知事が定めるものに限る）で得られたエネルギーの環境価値

⇒再生可能エネルギーの利用拡大を進めるため、優先的な位置付け

利用可能な排出量取引（再生可能エネルギー）

Ⅰ 太陽光(熱）、風力、地熱、水力（知事が定めるもの）

Ⅱ バイオマス（知事が別に定めるものに限る。）

Ⅲ 水力（知事が定めるもの）

（換算率）
Ⅰ～Ⅲのうち、知事が定めるものについては、

１．５倍に換算する

（例）太陽光による発電量 10,000kwｈ/年の削減量

10,000kwh×0.386kg-CO2/kwh(排出係数)×１．５
＝５７９０ｋｇ-CO2
＝５．８t-CO2

売り手

取
引

県内大規模事業所

特に利用の上限等は
なく、自由に利用可能

買い手（目標達成への利用）

※利用可能なエネルギーの種類、換算率については、平成22年度末ま
でに決定・公表 32



◆対象者 ：県外の大規模事業所（本制度の対象と同規模の事業所）
◆算定方法 ：県内の事業所と同様の削減率がかかっているものとして基準排出量、目標排出量を設定し、

その目標削減量を超えて削減した量を取引可能
◆条件 ：第一区分（オフィスビル等） ：削減目標量の１／３までを上限

第二区分（工場等）：削減目標量の１／２までを上限

利用可能な排出量取引（県外削減量）

県外大規模事業所 県内大規模事業所

取引

要件
（詳細は今後決定）

●基準年度の年間エネルギー使用量が
１，５００ｋｌ以上の事業所を基本とする。

※県外の中小規模事業所については、当面、対象外

●第一区分（オフィスビル等）
⇒ 削減目標量の１／３を上限

●第二区分（工場等）
⇒ 削減目標量の１／２を上限

※ 県内の大規模事業所と同様に、基準排出量を設定し、省エネ対策等の実施によって削減期間の排出量が
削減目標量を下回る場合、クレジットを発行できる。

※ クレジットの算定方法等は今後定める。

売り手 買い手（目標達成への利用）

33



◆対象 ：植林・間伐等により増加したCO2吸収量
◆算定方法 ：県が認証基準を設定・公表し、基準に基づき県が認証

⇒認証された量についてクレジットとして発行、認定

利用可能な排出量取引（森林吸収量）

※認証方法等については、平成22年度末までに決定・公表

森林管理者・植林を行う者 県内大規模事業所

取引

売り手 買い手（目標達成への利用）

Ⅰ県内の森林に係る間伐・植林等

Ⅱ県外の森林に係る間伐・植林等

（換算率）
Ⅰ（県内）については、

１．５倍に換算する

（例）県内森林の間伐により １ｔ/年の吸収

⇒ １ｔ×１．５ ＝ １．５ｔ／年

特に利用の上限等は
なく、自由に利用可能
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今後のスケジュール

※制度の詳細・ガイドライン等については、随時、ホームページ等で公表します。
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平成22年度 平成23年度 平成24年度

地球温暖化対策計画制度

計画提出 7月末

第一計画期間（～Ｈ２６）

排出量取引の実施
（Ｈ２４～）

計画提出 7月末

各種ガイドライン等の

策定

公

表

主要事項の

決定
公

表

6月末

説
明
会

排出量取引ガイドラインの策定

取引口座簿の整備

公

表

説
明
会

説
明
会

制度開始

7月



（お問合せ・ご意見は）

TEL 048-830-3044 ,3049

FAX 048-830-4777

Mail a3030-03@pref.saitama.lg.jp

埼玉県・環境部 温暖化対策課
排出量取引推進担当

「エル・ジー」

埼玉県のマスコット

コバトン

本制度に対するご質問がある場合には、
下記担当までご連絡ください。
（電話、メール、ＦＡＸのいずれでも結構です。）
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